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工業デザインの保護

1梅 澤 修

はじめに

工業デザインは,デ ザイナーの創作物であり,原 則的に,知 的な財産 として

保護されるべきものであるということに異論はあるまい。また,工 業デザイン

は,企 業にとっても,そ の良し悪しが製品の売上を左右する重要な要素であり,

他社による模倣品があれば,損 害 となる。そしてまた,公 共の利益の観点から

は,よ いデザインが流通し社会全体の生活が豊かになるためには,工 業デザイ

ンの創作を奨励する必要があり,工 業デザインを保護する必要がある。

我が国においては,工 業デザインは主に意匠法によって保護されている。世

界的に見ても,工 業デザインを保護するために特別な法制(意 匠制度)を 設け

ている国々がほとんどである(76ケ 国が意匠制度を有 している)。ただし,著

作権法,特 許法 ・実用新案法及び不正競争防止法等によっても,各 法の保護対

象にデザインの創作内容が当てはまる場合は,保 護される可能性がある。

本稿では,(1)我が国の意匠制度を概観 し,(2)著作権 との比較によってその性

格を明らかにするとともに,(3)最近の不正競争防止法の改正や,EC意 匠法案

等による新しい工業デザイン保護の枠組みを見て,(4)工業デザイン保護の目的

の基本 について考察する。
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1.意 匠法

1-1.意 匠権

一定の要件を具えたデザイン(意 匠)は
,特 許庁において設定登録されると

意匠権が発生し,最 長15年間の排他的な独占権が認められる。

意匠権は,登 録された意匠と同一の意匠のみならず 「類似する意匠」をも排

他的に独占できる権利である(意 匠法23条)。 また,第 三者が登録意匠の存在

を知 らないで,類 似の意匠を実施した場合でも,す なわち,故 意の模倣でなく

ても意匠権の侵害 となる。意匠法は,こ のような絶対的独占権である意匠権を

発生させることで,工 業デザインを保護 し,産 業秩序を形成する制度である。

ト2.登 録要件

デザインが意匠登録を受けるためには,意 匠法に定める登録の要件を具えて

いな くてはならない。主な登録要件は,以 下のようなものである。

(1)工 業上利用することができる意匠

意匠法において保護される意匠とは,「物品の形状,模 様若 しくは色彩又は

これらの結合であって,視 覚を通じて美感を起 こさせるもの」(意匠法2条)

であり,な おかつ 「工業上利用することができる意匠」(意匠法3条1項 柱

書)で なくてはならない。したがって,σう物品ではない美術の著作物や(イ)不動

産である建築物及び(ウ)工業的な量産をしない一品製作の製品等は,意 匠登録を

受けることはできない。

(2)新 規性

「意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠」あるいは

「頒布された刊行物に記載された意匠」又はこれらに 「類似する意匠」は,意

匠登録を受けることができない(意 匠法3条1項)。 「すでに存在する意匠と同

じか或るいは類似するものである場合,そ れは,そ の人自身にとっての創作で

はあっても,社 会的に見れば新しい意匠の創作 つまり,新 たな財,価 値の

創造 とはいえず,登 録されるものとはならない。この法が目的 とするところは,
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新たな財,新 たな価値の創出を保護し,さ らに新たな財の創造 と提供を促して

産業の発達を図ろうとするところにあるものだからである。」1)

新規性は,意 匠登録の要件の中核をなすものである。この要件は,絶 対的独

占権 としての意匠権を発生させることと裏腹の関係にあり,権 利発生のための

厳しい要件となっている。

(3)創 作容易性

「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において

広 く知られた形状,模 様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて容易に意匠の

創作をすることができたときは,そ の意匠については,… …意匠登録を受ける

ことができない。」(意匠法3条2項)

創作容易性は,新 規性と並んで重要な要件である。容易に創作できる程度の

意匠について排他的独占権を認めることは,誰 しも考えつくような意匠の実

施 ・利用を妨げる可能性があり,公 共の利益に反することになる。たとえば,

σう有名な自動車をほとんどそのままに玩具 としたもの,あ るいは,ω 自由の女

神像の形をそのままラジオとしたもの,ま たは,㈲ 広 く知られたものの部分を

組み合わせたようなもの等である。

(4)先 願主義

別個に創作された場合でも,同 じ創作については最先のものにしか権利を認

めないのが,特 許制度の基本的な原則である。何を最先の判断基準にするかで,

世界の特許制度は,先 願主義 と先発明主義 とに分かれる。しかし,権 利の法的

な安定性 という観点からは,先 願主義の方が優れており,先 に出願をなした者

に権利を認めるという先願主義が,世 界の大勢である2)。

1-3.意 匠登録出願.

意匠登録を受けようとする者は,特 許庁に対し意匠登録をすべきことを請求

する手続,す なわち意匠登録出願をしなければならない。意匠登録出願は,出

願人,意 匠に係る物品,及 び意匠の説明等必要な事項を願書に記載 し,意 匠を
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記載 した図面を添付して特許庁に提出する。

願書及び添付図面の記載方法等の細かい手続きについての説明は省略するが,

この願書及び添付図面によって,絶 対的独占権である意匠権の客体が特定され

るのであるから,出 願の意匠が客観的かつ明確に開示されていなくてはならな

い。我が国の出願件数は,経 済の成長とともに戦後急激に増加 し,昭 和57年 の

約6万 件をピークに,こ こ数年は,約4万 件に落ち着いている。(下表参照)

1-4.審 査主義

「特許庁における審査は,出 願,請 求その他の手続が法令に定める方式に適

合しているかどうかを主として形式的側面から審査するいわゆる方式審査 と,

出願に係る意匠が登録要件を具えているかどうかを実質的に審査するいわゆる

各国の意匠登録出願及び登録の件数(平 成2年)

〈特許庁年報 第45巻(平成4年版)より>
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国 名 出願件数 登録件数 審査 特許出願件数 特許登録件数 商標登録件数

日 本 44,290 33,773 有り 367,590 59,401 117,185

韓 国 18,769 13,927 有り 31,387 7,762 23,789

朝鮮民主主義人民共和国 9,093 2,480 有り 6,615 2,660 ..

(ア ジ ア 計) 75,924 53,152 一 591,549 129,790 223,302

イ ギ リ ス 8,566 9,181 有り 97,891 32,179 28,389

オ ー ス ト リ ア 6,814 6,814 無し 43,571 12,584 5,210

ソ 連 4,744 3,661 有り 123,797 84,658 9,786

ドイ ツ連 邦 共 和 国 7,756 55,832 無し 7,525 42,860 18,205

フ ラ ン ス 8,303 25,295 無し :.一 35,155 79,052

(ヨ ー ロ ッ パ 計) 55,631 118,495 一 953,350 353,571 260,621

(ア フ リ カ 計) 2,038 560 一 25,994 2,706 T6,569

ア メ リ カ 11,288 8,024 有り 176,100 90,366 61,343

カ ナ ダ 2,681 2,700 有り 37,917 14,187 13,758

(ア メ リ カ 計) 15,926 11,685 ～ 241,007 112,019 158,464

オ ー ス ト ラ リ ア 4,191 3,541 有り 26,507 12,672 11,217

(オ セ ア ニ ア 計) 32,188 16,827 ㎝ 31,178 16,163 16,827

全 世 界 合 計 154,347 187,999 一 1,843,078 614,249 675,783



実体審査」3)に分けられる。審査主義 というのは,新 規性や創作容易性等の実体

的な登録要件について審査をすることであり,我 が国は,明 治21年の意匠条例

の公布以来,審 査主義を採用している。

各国の意匠制度は,新 規性,創 作容易性等を登録要件 とし,出 願 ・登録とい

う一定の手続きを経て権利が発生し,15年 程度を権利期間とする点においてほ

ぼ共通する。しかし,実 体審査をするか否かにおいて相違が見 られる。無審査

で登録する場合は,そ の権利発生要件については裁判において判断される。こ

れに対し,審 査主義は,権 利の安定性を保証する意義がある。意匠制度を有す

る国は,76ケ 国であり,そ のうち審査主義国は,36ケ 国,無 審査主義国は40ケ

国である。主な審査主義国は,米,英,ロ シア,韓 国,台 湾,カ ナダ,オ ース

トラリア,北 欧諸国であり,主 な無審査主義国は,仏,独,伊 である。

1-5.意 匠法による保護の問題点

(1)審 査の遅延(審 査主義の問題点)

我が国では,出 願してから審査が終了するまでの平均的期間は,約2年 であ

る。早いものは,1年 以内で審査が済むものもあるが,製 品のライフサイクル

が短縮化しており,保 護が有効にできない場合があり,制 度の問題点とされて

いる。だが,徐 々に審査期間 も短縮化しつつあり,平 均1年 を目標に諸施策 を

実施 しているところである。

(2)未 保護分野(新 保護領域)

意匠の定義に合わずに,保 護されていないデザインの創作があり,そ れらに

ういても保護する方法 ・考え方が検討課題 となっている。例えば,「物品」の

形状等とは捉えられないということで,タ イプフェイスやアイコンのデザイン

は登録されないし,こ れらは著作権 としても保護されない。また,個 々の製品

は保護されるが,シ ステム的なデザインをトータルに保護することはできない。

そして,部 分的な形状等に特徴がある場合もその特徴だけを保護することはで

きない。これらの保護の方法が検討される必要があろう。

66



(3)類 否判断の困難性

意匠権の効力は,登 録された意匠をそっくり複製 ・模倣したものだけでなく,

類似する意匠にも及ぶ。そして,登 録の要件は先行する意匠と同一又は類似す

る意匠でないことである。このように,意 匠制度では 「類似」という概念がキ

ーであり,出 願の審査においても,権 利侵害の訴訟においても 「類否判断」が

重要になっている。しかし,そ の判断は難しく,客 観的基準等が理解しにくい

といわれる。できるだけ一般的に解 りやすい,類 否判断の考え方を客観化する

ことが求められている。

2.意 匠法と著作権法

工業デザインは主に意匠法で保護され,美 術作品は著作権で保護されるとい

うのが,多 くの国での一般的な保護の制度である。工業デザインも美術作品と

同様に知的な創作物であるが,著 作権だけでなく,特 別な保護制度が必要とさ

れるのは,デ ザイン創作の特質による。意匠法と著作権法 との関係を概観し,

デザインの特質を踏まえて,デ ザインが意匠法と著作権法 との間でどのように

保護されるべきかについて考察する。

2-1.意 匠法と著作権法の比較

(1)無 体財産権 一 目的物の共通

意匠権は,特 許権,実 用新案権,商 標権 と共に工業所有権 と呼ばれ,人 間の

精神的活動の所産たる無体物を排他的に支配する権利である。そして,著 作権

も,無 体物たる著作物を排他的に支配する権利であり,目 的物において共通で

ある。 したがって,こ れらを統括 して無体財産権(lmmaterialguterrecht),

知的所有権あるいは知的財産権 と呼び所有権をはじめ有体物を対象とする通常

の財産権 と区別して扱 うのが一般の傾向である4>。

(2)法 目的の相違一 産業の発達 と文化の発展

意匠法は,工 業所有権法の一つとして,究 極的には,産 業の発達を目的とし,
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意匠法1条に,「この法律は,意 匠の保護及び利用を図ることにより,意 匠の創

作を奨励し,も って産業の発達に寄与することを目的 とする。」という目的規

定を置いている。

これに対し,著 作権法は文化の発展に寄与することを究極目的とし,「この

法律は,著 作物並びに実演,レ コード,放 送及び有線放送に関し著作者の権利

及びこれに隣接する権利を定め,こ れらの文化的所産の公平な利用に留意しつ

つ,著 作権者等の権利の保護を図 り,も って文化の発展に寄与することを目的

とする。」(著作権法1条)と 規定している。

(3)著 作権(著 作財産権 と著作者人格権)

著作者が著作物に関して有する権利には二種類のものがある。一つは,複 製

権,上 演権,翻 訳権など著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する

権利であり,こ れを総称して著作財産権という。その二は,公 表権,氏 名表示

権,同 一性保持権など著作者が著作物に対 して有する人格的利益を保護する権

利であり,こ れを総称して著作者人格権という。後者は,著 作者以外の者に譲

渡ずることのできない権利である。意匠法では,著 作者人格権のような権利は

存在しない。

(4)新 規性 と独創性

著作権 は,人 間の 「思想または感情を創作的に表現 したもの」(著作権法2

条1項1号)で ある著作物を保護するところから,創 作の独創性(結 果的に似

ていても,模 倣でなく独自に創作したということ)に 基準をおいている。一方,

意匠権は,産 業において生産される製品にかかわるものであり,ま た新しい財

の産出により社会全体の発展を目的とするところから,創 作の客観性に基準を

おき,新 規性や非創作容易性 という登録要件が課せられている5)。

(5)方 式主義 と無方式主義

意匠権は出願 ・登録を権利の発生要件 としている(方 式主義)。だが,著 作

権は創作 と同時に発生 し,登 録などの形式を必要としない(無 方式主義)。
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(6)保 護期間

著作権は,通 常,著 作者の死後50年 まで保護される。著作権の保護期間を決

めるには 「著作物の自由利用を求める一般公衆の利益と,労 力に対する十分な

報酬を期待する著作者の利益との調和点をどの時点に求めるか,を 慎重に検討

しなければならない」6)。意匠権も同様に,産 業の発達 という目的を踏まえ,創

作の奨励のために有効な保護期間という面 と,意 匠の自由実施 ・利用のために

適切な期間という両面から考えられているり。そして,産 業発達という公共の

利益が重要であること,効 力が類似にまで及ぶ絶対的独占権であること,及 び

デザインの流行性等が考慮され,意 匠権 は著作権に比較して短期の権利期間と

なっているものと思われる。

2-2.応 用美術の保護の国際的状況

著作権法 による工業デザイ ンの保護 については,「応用美術」(applied

art)の 保護の問題 として,議 論されてきた。著作権の国際条約であるベルヌ

条約のブラッセル改正会議(1948)に おいて,著 作物の中に 「応用美術の著作

物」が含まれることになり,保 護が義務付 けられた。ただし,保 護の方法は各

国に任されている8>。

アメ リカでは,応 用美術の著作物 を著作権法の保護対象 としているが,

「separabilityテス ト」 と呼ばれる基準があり,美 術的特徴が,「物品の実用

面 と区別 して識別することができ,か つ,実 用面 と独立して存在すること」

(米著作権法101条)が 条件となる9)。このテストによると,む しろ,ほ とんど

の実用品のデザインは著作権による保護から除外される。

イギリスでは,長 い間にわたって工業デザインの保護に関して著作権法 と意

匠法 との調整が検討されてきた。最新の結論である"Copyright,Designsand

PatentsAct1988"で は,著 作権 と登録意匠権の保護対象は一部重複 している

が,物 品の表面の装飾は登録意匠権で保護し著作権では保護しない等複雑な面

がある。特徴的なのは,美 術的著作物を工業的に利用すれば,そ の美術的著作
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物の保護期間は,登 録意匠権の保護期間と同じ25年間に短縮されることである。

工業的な利用という公共の利益を重視した結果と思われる。

フランスは,意 匠法自体が著作権的な考え方の制度であり,工 業デザインは

著作権でも意匠権でも保護される。

フランスと同じく,無 審査主義の意匠法制を有するドイツでは,著 作物の中

に応用美術の著作物を含めているが,応 用美術の著作物 として保護されるため

には,「個人的精神的な創作物」(独著作権法2条2項)で あって,と りわけ,

美術的な形態形成の高度性を有するものでなければならない。したがって,工

業デザインのほとんどは著作権の保護を受けられないという1°)。

2-3.我 が国における応用美術の保護

(1)美 術工芸品の保護

我が国では,「『美術の著作物』には,美 術工芸品を含むものとする。」(著作

権法2条3項)と 規定し,応 用美術のうち一品制作の手工的な美術工芸品のみ

を美術著作物に含め保護することとしている11)。ただし,「ポスター等として

制作されまたはポスター等に利用された絵画,写 真等については,著 作物ある

いは著作物の複製として取 り扱うこと」になっている12)。

著作権法にいう美術の著作物 というのは鑑賞美術の著作物であって,応 用美

術は,美 術工芸品を除いて著作物とみなさない。しかし,意 匠権の対象と著作

権の対象をどこで線を引くのか,こ の限界は非常に微妙である13)。

(2)判 例

判例では,「博多人形」事件(長 崎地佐世保支部決昭和48.2.7)14)等 一部で,

著作物 と認められた事例もあるが,ほ とんどの判例は,工 業的に量産する実用

品であること,又 は,純 粋美術 と同等の思想感情の表現の成立 という要件から,

工業デザインは著作物と認められない。

最近の判例では,新 居猛氏が製造販売してきた 「ニーチェア」の著作権侵害

事件があり,最 高裁まで争われたが,著 作権侵害は認められなかった。裁判所
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は,「 応用美術」 を限定的に捉 えていることが明確に表われている。

「美術工芸品 とは,実 用性 はあるものの,そ の実用面及び機能面 を離れて,

それ自体 として,完 結 した美術作品 として専 ら美術鑑賞の対象 とされるものを

い うと解すべきである。……右椅子のデザイ ンは,量 産 されることを前提 とし

た実用品である椅子に関するものであ り,右 椅子が実用を兼 ねた美術著作物 と

して意匠法等工業所有権法 による保護 を受 けることは格別 として ,そ れ 自体が

実用面及び機能面 を離れて完結 した美術作品 として専 ら美術鑑賞 の対象 され る

ものとはいえないか ら,著 作権法2条2項 の 『美術工芸 品』にいまだ該当」 しな

い と判断 された。(大 阪高裁 平成2 .2.14)15)

2-4.工 業デザインと美術の相違

(1)「 芸術の一体性」の議論

工業デザイ ンが著作権では保護 されに くい現状 について ,デ ザイナーを中心

に不満がある。 その不満 は,工 業デザインも美術作品 と同等の知 的創作である

こと,す なわち,「 形(form)と ,形 状(shape),外 形(configuration)若 し

くは装飾(ornament)の 外観 とに関連す る意匠の性格 は,美 術 の著作物一般

の創作 と同 じ性質を有す る創作で ある。」17)との思想に基づ くものである。 した

がって,す べての精神 的作品(oeuvred'esprit)は 創作の事実のみによってジ

ャンル,表 現形式,価 値,用 途 を問わず保護され る,と い うフランス著作権法

の 「芸術一体性」(unitede1'art)の 原則16)と同様の保護 を求める。

た しかに,工 業デザインは幅広い分野 にわたってお り,美 術 との境界はやや

曖昧であろう。 しか し,そ の本質において,純 粋美術 とデザインは相違があ り,

単純 に同一視で きない と思われ る。

(2)工 業 デザイン創作の意味 と価値

工業 デザインは,日 常生活のための道具,物 品に関す る造形活動である。意

匠法 において も 「『意匠』 とは,物 品の形状,模 様若 しくは色彩又 は これ らの

結合で あって,視 覚 を通 じて美感 を起 こさせ るものをい う。」(意 匠法2条)と
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定義されており,物 品が異なれば形状等が共通していても意匠としては同一 と

はならない。例えば,同 じ円筒形でもそれがコップなのか塵箱なのかで意匠は

異なるのであり,オ ーディオ機器の表面の矩形状部が単なる表面模様である場

合 と,操 作ボタンである場合 とでは意匠的な評価が違ってくるのである。

デザイン行為の成果 としての意匠は,ま ず製品の具体的形態 として捉えられ

る。しかし,意 匠は製品の形態が特有の意味を担ったものとして捉えられなけ

ればならない。その意味は,生 活面の用途 ・機能性,美 的造形性,社 会性,及

び生産面の技術性,経 済性等の諸要素を統合したものである。これに対し,美

術は純造形的な活動であって,そ の作品は日常の道具的秩序をもつ生活空間の

物品 とは異質の純造形的空間に関わるものである18)。

そして,意 匠は形態の意味を媒介として生活様式及び生産様式のビジョンを

表現するものである。「ひとつのものをデザインするということは,そ れが実

際には目に見えない"使 用のパターン‐thepatternofuse"を 創 り出そう

とするものである。」19)。表現される内容は,い わばデザイン的思想である。そ

れだけを取り上げて考えると,抽 象的なアイディアやコンセプ トと思われるか

もしれないが,そ うではなく,製 品の具体的な形態によって,そ れと相関的に

表現される具体的なビジョンでなければならない。そして,そ の意味は単に眺

めることによって捉えられる意味ではなく,そ の製品を使用する生活のなかで

捉えられ,発 揮される意味である。したがって,よ り客観的なニュアンスを有

する言葉を使うならば,そ れは 「意匠的使用価値」あるいは 「意匠的効果」 と

いうべきものである2°)。

「意匠の創作によって取得される権利が社会に正当として容認される根拠は,

物品の形態において実現される,こ の新たな使用価値を創出したところに求め

られるものである。」21}つまり,よ いデザインとは,個 性的であることではなく,

いかに客観的な価値があるか ということである。「技術は収斂の世界,著 作物

は多様性の世界」22>といわれるが,工 業デザインは技術 と同様に,個 性的な表
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現ではな く,客 観 的な成果 を求めているといえよう23)。

したがって,工 業 デザイ ンは本質的 には特許的手法(patentapproach)で

保護 され るべ きであ り,著 作権的手法(copyrightapproach)で 保護 されるべ

きもので はない と思われる。だが,審 査 ・登録 とい う手続 き上 の煩雑さは問題

点 として残 る。次節で とりあげる新 しい不正競争防止法は,意 匠制度のこの欠

陥を補填する制度 となるものである。

3.工 業デザイン保護の新 しい動向

3-1.改 正不正競争防止法

改正不正競争防止法 は,平 成5年5月19日 に公布 され,1年 以内に施行 され

る。旧法(現 行法)で は,例 えばコカ ・コーラの瓶のように,あ る特定の者の

商品たることを表示す るようになった商品形態 しか保護の対象ではなかった。

これ に対 して,改 正 のポイン トの1つ として,不 正競争行為類型に 「他人の商

品の形態の模倣」(い わゆるデ ッドコピー)を 追加 した ことがある。

「模倣」 とい うためには,(1)模 倣の意図があ り,(2)商 品形態が実質的に同一

の ものであることが要件 となる。販売された日か ら3年 とい う期間設定 は,第

三者の事業活動への影響 を考え,先 行者 の投資回収期間に限定 したものであ り,

特許権等の保護期間の限定,及 び,ECの 統一意匠法案にお ける不登録デザイ

ン権 の保護 の期間(3年)と のハーモナイゼイ ションを考慮 した結果 という24)。

不正競争防止法 は,行 為規制法であり,意 匠法 のように権利 を認 めて保護す

るものではないが,デ ザインの保護 という効果 は同じであ り,意 匠法では,手

続 的に時問がかかるところを,3年 の期間 を限定 して,短 ライフサイクルのデ

ザイン,模 倣容易なデザイン等が救済 されることを期待 している といえよう。

ただ し,訴 訟 は,明 確な権利が保証 された意匠権 に基づ き訴 えた方が容易であ

ろう。
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3-2.EC意 匠法案

ヨーロッパ共同体(EC)に おける工業所有権の統一化の作業が進 んでお り,

意匠法 についても,欧 州共 同体委員会が1991年6月 に,「工業意匠の法的保護

に関するグリー ンペーパー」 を発表 し,広 く意見を求めた。現在 は,若 干 の修

正を加え,検 討 を進めているところである。

EC法 案の 「最 も特徴的な点 は,第 一段階の権利(短 期)と 第二段階の権利

(長期)と を区別 して,前 者は登録 なしで模倣禁止権,後 者 は登録手続 を経て,

阻止効 ある(mitSperrwirkung)絶 体的独 占権 を認 めた ことである。」保護 の

期間は,登 録 デザイン権が25年 間,不 登録デザイン権 については3年 間 とされ

ている25)。

EC法 案が,我 が国の不正競争防止法に影響 してい ることは容易 に見て とれ

よう。 また,我 が国では意匠法 と不競法は二段階的な関係 はないが,そ れぞれ

長期 と短期の保護を受け持つ関係 も総体的 に眺めると近 いものといえよう。

3-3.新 実用新案制度

平成5年4月16日,「 特許法 の一部 を改正す る法律」が参議 院本会議 で可

決 ・成立 し,平 成6年1月1日 から施行され る。 これ によ り,実 体要件の審査

を伴 わない権利付与 を行 う,新 実用新案制 度が始 まる。 権 利 期 間は現行法 の

10年 から6年 に短縮 されるが,権 利発生の要件等 は変わ らない。単純 に同一視

で きないが,「 ライフサイクルの短 い技術 を適切 に保護する観点」 において,

特許 の世界 にも不競法やEC法 案 の考 え方に共通する動向があるといえよう26)。

4.工 業デザインの保護の 目的

工業デザイ ンを保護することは,何 の疑 問も無 く正 しいことであ り,模 倣 は

悪であると,一 般に思われてい る。だが,こ とはそう単純ではない。ヴィクタ

ー ・パパネ ックは ,次 のような批判 をのべている。 「特許権(パ テン ト)と 著

作権(コ ピーライ ト)の い まの システムには基本的に誤 りがある。」「た とえば,
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もし私が身体障害児 の治療 に役立つようなお もちゃをデザインするとしたな ら

ば,そ の とき私は,パ テ ン トの申請 を通すために一年半 もデザインの発表 を遅

らす ことはよ くない ことだ,と 思 う。」「この本 に載せてあるデザインの作例 は,

パテン トをとった ことのない ものばか りである。 それ どころか …… もしどこか

の企業からの問い合 わせがある と,私 の学生たちは説明書 を全部ただで送 るだ

ろう。私 自身 も同じようにす るように務 めている。」27)

パパネックの批判 は,匿 名性や公共性 といったデザイン思考に則 った もので

あり,デ ザインが秘密 にされた り,一 企業に独 占され ることは,社 会全体の利

益か らみると基本的には悪 といえよう。すなわち,ア イデ ィアはできるだ け早

く公開 され,良 いデザイ ンが多数実施 されて こそ,わ れわれの物質的生活が向

上 し,産 業が発達す ることになる。

だが,意 匠権がな くなれば,そ れが実現するであろうか。む しろ,苦 労 して

創作 した意匠が,な んの報酬 もな く他人 に実施 されて しまうのであれば,デ ザ

イナー はで きるだけ秘密にしようとす る。 また,他 人に先行 して創作 した こと

による利益がな くては,創 作意欲 もな くなるであろう。一方,デ ザインを実施

する企業 にとっても,製 品がす ぐに模倣 されて しまうのでは,新 しいデザイン

の開発意欲が起 こらないであろう。 したがって,意 匠権がない ことことによっ

てか えって新 しいデザイ ンの創作や実施が阻害 され るのではないか。

確か に,保 護するだけでは弊害 も考 えられる,す なわち,著 作権 のように長

期 にわたって独占されると,利 用 ・実施が促進 され に くい。 しかし,意 匠権 に

は,権 利期間が15年 とい う時間的制限 もあり,意 匠制度 はデザインを保護する

だけでな く,そ の利用 を積極的に図る制度 となってい る。 したがって,意 匠権

は,創 作者や企業 に利益を もた らすが,意 匠制度 の本来の 目的は個々の利益 に

はな く,そ の創作活動や実施の活動 を通 じて,産 業 を発達させ,わ れわれの物

質的生活 を豊かにす ること,そ のような公共 の利益 を実現することが究極 目的

であ る28)。それ は,パ パネ ックがデザイ ンにおいて志向す るところと基本的に
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同じであると思われる29)。
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